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発
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告　
示

○
争
議
行
為
の
予
告
（
四
四
三
・
雇
用
労
働
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

○
都
市
計
画
の
変
更
予
定
及
び
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
（
四
四
四
・
都

　

市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
四
四
五
、
四
四
六
・

　

都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
道
路
区
域
の
変
更
（
四
四
七
、
四
四
八
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
公　
告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
障
害
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
２

○
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
会
計
管
財

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
教
育
庁
総
務
課
）
二
件
…
…
３

　
　
人
事
委
員
会
公
告

○
平
成
二
十
年
度
警
察
官
採
用
試
験
公
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

　

平
成
二
十
年
十
月
六
日
秋
田
県
厚
生
連
労
働
組
合
中
央
執
行
委
員
長
中
村

秀
也
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
労
働

関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の

四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

事
件

　

㈠　

賃
金
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

　

㈡　

諸
手
当
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

　

㈢　

要
員
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

　

㈣　

労
働
条
件
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

二　

日
時

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
日
以
降
事
件
解
決
の
時
ま
で
、
連
日
又
は
短
時

間
に
わ
た
っ
て
行
う
。

三　

場
所

　
　

鹿
角
市
花
輪
字
八
正
寺
十
三
番
地　
　
　
　
　
　

鹿
角
組
合
総
合
病
院

　
　

北
秋
田
市
花
園
町
十
番
五
号　
　
　
　
　
　
　
　

北
秋
中
央
病
院

　
　

能
代
市
落
合
字
上
前
田
地
内　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
組
合
総
合
病
院

　
　

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
川
崎
字
貝
保
三
十
七
番
地　

湖
東
総
合
病
院　
　

　
　

秋
田
市
飯
島
西
袋
一
丁
目
一
番
一
号　
　
　
　
　

秋
田
組
合
総
合
病
院

　
　

由
利
本
荘
市
川
口
字
家
後
三
十
八
番
地　
　
　
　

由
利
組
合
総
合
病
院

　
　

大
仙
市
大
曲
通
町
一
番
地
三
十
号　
　
　
　
　
　

仙
北
組
合
総
合
病
院

　
　

横
手
市
前
郷
字
八
ツ
口
三
番
一　
　
　
　
　
　
　

平
鹿
総
合
病
院

　
　

湯
沢
市
山
田
字
勇
ヶ
岡
二
十
五
番
地　
　
　
　
　

雄
勝
中
央
病
院

　
　

秋
田
市
八
橋
南
二
丁
目
十
番
十
六
号　
　
　
　
　

秋
田
県
厚
生
連
本
所

四　

概
要

　
　

救
急
外
来
患
者
、
入
院
中
の
重
症
患
者
、
人
工
透
析
、
検
診
、
人
間

ド
ッ
ク
、
訪
問
看
護
、
リ
ハ
ビ
リ
教
室
、
デ
イ
ケ
ア
及
び
予
約
検
査
の
た

め
の
保
安
要
員
を
除
く
全
部
又
は
一
部
の
組
合
員
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
そ

の
他
の
争
議
行
為
を
行
う
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該

都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知

事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

公
園

二　

都
市
計
画
の
案
の
名
称

　
　

秋
田
都
市
計
画
公
園
（
九
・
六
・
一
号
県
立
小
泉
潟
公
園
）
の
変
更

三　

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

　
　

変
更
す
る
部
分　

秋
田
市
金
足
小
泉
字
山
草
川
谷
地
並
び
に
金
足
鳰
崎

字
細
首
、
字
後
山
及
び
字
三
十
刈
の
各
一
部

四　

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

　

㈠　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

　

㈡　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号　

秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

　

㈢　

秋
田
市
山
王
一
丁
目
一
番
一
号　

秋
田
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課

　

㈣　

秋
田
市
金
足
小
泉
字
上
前
五
十
五
番
地　

秋
田
市
金
足
地
域
セ
ン

タ
ー

　

㈤　

潟
上
市
昭
和
大
久
保
字
堤
の
上
一
番
三
号　

潟
上
市
産
業
建
設
部
都

市
整
備
課

五　

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日
（
火
）
か

ら
同
年
十
一
月
十
一
日
（
火
）
ま
で

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

　
　

秋
田
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
（
中
通
一
丁
目
地
区
）
の
変
更
の
総
括

図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二　

縦
覧
場
所

　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

　
　

秋
田
都
市
計
画
市
街
地
再
開
発
事
業
（
中
通
一
丁
目
地
区
第
一
種
市
街

地
再
開
発
事
業
）
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二　

縦
覧
場
所

　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示
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二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で

　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下｢

特
例
政
令｣

と
い
う
。
）
第
十

一
条
の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

こ
ど
も
総
合
支
援
エ
リ
ア
（
仮
称
）
建
築
工
事
（
Ａ
工
区
）　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

秋
田
県
健
康
福
祉
部
障
害
福
祉
課
療
育
機
関
再
編
班　

秋
田
市
山
王
四

丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

中
央
土
建
・
三
和
・
林
・
小
南
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

　
　

秋
田
市
外
旭
川
八
柳
一
丁
目
十
三
番
三
十
一
号

五　

落
札
に
係
る
金
額

　
　

十
四
億
四
千
六
百
九
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

特
例
政
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の

で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

入
札
に
付
す
る
物
件
の
概
要

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

千
畑
大
曲
線

Ａ
大
仙
市
板
見
内
字
長
仙
寺
四
七
番
一
地
先
か
ら
続
橋
三
番
地
先
ま
で

六
・
〇
〇
～
二
九
・
〇
〇

〇
・
九
一
七

Ｂ
大
仙
市
板
見
内
字
長
仙
寺
四
七
番
一
地
先
か
ら
続
橋
三
五
番
地
先
ま
で

五
・
〇
〇
～
一
一
・
〇
〇

一
・
〇
一
一

新

千
畑
大
曲
線

大
仙
市
板
見
内
字
長
仙
寺
四
七
番
一
地
先
か
ら
続
橋
三
番
地
先
ま
で

六
・
〇
〇
～
二
九
・
〇
〇

〇
・
九
一
七

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

鳥
海
矢
島
線

Ａ
由
利
本
荘
市
矢
島
町
荒
沢
字
姥
ヶ
沢
二
五
番
二
か
ら
矢
島
町
七
日
町
字
七
日
町
七

三
番
二
ま
で

五
・
〇
〇
～
三
八
・
〇
〇

一
・
四
八
五

Ｂ
由
利
本
荘
市
矢
島
町
荒
沢
字
姥
ヶ
沢
二
五
番
二
か
ら
金
沢
沖
四
九
番
一
ま
で

一
五
・
〇
〇
～
八
〇
・
〇
〇

〇
・
九
一
三

新

鳥
海
矢
島
線

由
利
本
荘
市
矢
島
町
荒
沢
字
姥
ヶ
沢
二
五
番
二
か
ら
金
沢
沖
四
九
番
一
ま
で

一
五
・
〇
〇
～
八
〇
・
〇
〇

〇
・
九
一
三

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

番
号

自
動
車
登
録
番
号
等

 

予
定
価
格
（
円
）

 

入
札
保
証
金（
円
）

自
動
車
登
録
番
号　

秋
田　

三
三　

た　

三
一
五
三
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二　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
参
加
申
込
の
場
所
及
び
期
間

三　

入
札
執
行
の
場
所
及
び
期
間

四　

開
札
日
時

五　

入
札
の
方
法

　
　

公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
価
格
を
登
録
す
る
。

　
　

な
お
、
こ
の
登
録
は
一
回
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

六　

現
地
説
明
を
行
う
場
所
及
び
日
時

七　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般

競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
又
は
同
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
個
人
又
は
法
人
で
あ
る
こ

と
。

　

㈡　

日
本
語
を
完
全
に
理
解
で
き
る
者
。

　

㈢　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム
で
公
開
す
る
秋
田
県
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
有
財
産
売
却
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
ヤ
フ
ー
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
に
関
連
す
る
規
約
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
承
諾
・
遵
守
す
る
者
。

　

㈣　

公
有
財
産
の
買
受
に
つ
い
て
一
定
資
格
、
そ
の
他
の
条
件
を
必
要
と

す
る
場
合
で
こ
れ
ら
の
資
格
を
有
す
る
者
。

　

㈤　

二
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
一
般
競
争
入
札
へ
の
申
込
み
を
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

八　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
申
込
み
等
に
関
す
る
事
項

　

㈠　

仮
申
込
み

　
　
　

一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
有
財
産
売
却

　
　
　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
参
加
の
仮
申
込
み
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
。

　

㈡　

申
込
み
手
続
き

　
　
　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
申
込
み
手
続
き
は
、
㈠
に
よ
り
参
加
の
申
込

み
手
続
き
を
完
了
し
た
後
、
二
で
掲
げ
た
期
日
ま
で
に
所
定
の
申
込
書

に
よ
り
秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財
課
に
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
申

込
む
も
の
と
す
る
。

　
　
　

な
お
、
申
込
み
に
当
た
っ
て
は
入
札
保
証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

九　

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　

㈠　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
一
に
定
め
る
額
の
入
札
保
証
金

を
指
定
さ
れ
た
方
法
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

㈡　

落
札
者
の
納
付
し
た
入
札
保
証
金
は
、
契
約
保
証
金
に
充
当
す
る
も

の
と
す
る
。

　

㈢　

入
札
保
証
金
は
落
札
者
の
も
の
を
除
き
入
札
期
間
終
了
後
還
付
す

る
。

十　

契
約
に
関
す
る
事
項

　
　

落
札
者
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
十
五
日
（
月
）
ま
で
に
契
約
締
結
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
一　

売
払
代
金
の
納
入

　
　
　

契
約
を
締
結
し
た
者
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日
（
月
）
ま

で
に
当
該
契
約
に
係
る
売
払
代
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
二　

入
札
の
無
効

　
　
　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六

十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

十
三　

落
札
者
の
決
定
の
方
法

　
　
　

入
札
期
間
終
了
後
、
秋
田
県
は
開
札
を
行
い
、
売
却
区
分
（
公
有
財

産
売
却
の
財
産
の
出
品
区
分
）
ご
と
に
、
公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム
に

よ
る
入
札
に
お
い
て
、
入
札
価
格
が
予
定
価
格
（
最
低
落
札
価
格
）
以

上
で
か
つ
最
高
価
格
で
あ
る
入
札
者
を
落
札
者
と
し
て
決
定
す
る
。
た

だ
し
、
入
札
価
格
が
最
高
価
格
で
あ
る
入
札
者
が
複
数
あ
る
場
合
は
、

く
じ
で
落
札
者
を
決
定
す
る
。

十
四　

予
定
価
格

　
　
　

秋
田
県
財
務
規
則
附
則
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
普
通
財
産
等
の
売

払
契
約
に
係
る
入
札
執
行
前
の
予
定
価
格
の
公
表
に
関
す
る
事
務
取
扱

要
領
に
よ
り
公
表
す
る
。

十
五　

そ
の
他

　
　

詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財
課
（
電
話
○
一
八―

八

六
○―

二
七
三
六
）
に
照
会
の
こ
と
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下｢

特
例
政
令｣

と
い
う
。
）
第
十

一
条
の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

こ
ど
も
総
合
支
援
エ
リ
ア
（
仮
称
）
建
築
工
事
（
Ｂ
工
区
）　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

秋
田
県
教
育
庁
総
務
課
施
設
整
備
室　

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

沢
木
組
・
む
つ
み
建
設
・
藤
田
建
設
・
珍
田
工
業
特
定
建
設
工
事
共
同

企
業
体　

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
海
岸
通
り
二
号
六
番
地
二

五　

落
札
に
係
る
金
額

　
　

九
億
五
千
五
百
五
十
万
円

一

自
動
車
登
録
番
号　

秋
田　

三
三　

た　

三
一
五
三

登
録
年
月
日　
　
　

平
成
六
年
六
月
十
六

日

自
動
車
の
種
別　
　

普
通

用
途　
　
　
　
　
　

乗
用

車
体
の
形
状　
　
　

箱
形

車
名　
　
　
　
　
　

ト
ヨ
タ

乗
車
定
員　
　
　
　

五
人

型
式　
　
　
　
　
　

Ｅ―

Ｖ
Ｇ
４
５

原
動
機
の
型
式　
　

５
Ｖ

総
排
気
量　
　
　
　

三
・
九
九
リ
ッ
ト
ル

五
〇
〇
、
〇
〇
〇

五
〇
、
〇
〇
〇

番　

号

場　
　
　

所

期　
　
　

間

一

ヤ
フ
ー
株
式
会
社
の
提
供

す
る
公
有
財
産
売
却
シ
ス

テ
ム
（
以
下
「
公
有
財
産

売
却
シ
ス
テ
ム
」
と
い

う
。
）
に
よ
る

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八

日
（
火
）
午
後
一
時
か

ら
同
年
十
一
月
二
十
日

（
木
）
午
後
二
時
ま
で

番　

号

場　
　
　

所

期　
　
　

間

一

公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム

に
よ
る

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日

（
水
）
午
後
一
時
か
ら
同

月
十
日
（
水
）
午
後
一
時

ま
で

番　

号

場　
　
　

所

期　
　
　

間

一

公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム

に
よ
る

平
成
二
十
年
十
二
月
十
日

（
水
）
午
後
一
時

番　

号

現
地
説
明
を
行
う
場
所

現
地
説
明
を
行
う
日
時

一

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一―

一秋
田
県
庁
舎　

正
面
玄
関

前

平
成
二
十
年
十
月
二
十
九

日
（
水
）
か
ら
同
月
三
十

一
日
（
金
）
ま
で

各
日　

午
前
十
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で
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六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

特
例
政
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下｢

特
例
政
令｣

と
い
う
。
）
第
十

一
条
の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

こ
ど
も
総
合
支
援
エ
リ
ア
（
仮
称
）
建
築
工
事
（
Ｃ
工
区
）　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

秋
田
県
教
育
庁
総
務
課
施
設
整
備
室　

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

中
田
・
長
谷
駒
・
瀬
下
・
鈴
秀
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体　

秋
田
市

山
王
五
丁
目
九
番
二
号

五　

落
札
に
係
る
金
額

　
　

十
四
億
四
千
三
百
七
十
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

特
例
政
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
公
告

平
成
20年

度
秋
田
県
警
察
官
採
用
試
験
公
告

　
人

事
委

員
会

規
則

４
－

５
（

職
員

の
任

用
）

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
採

用
試

験
に

つ
い

て
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。
　

　
平

成
20年

10月
28日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
秋

田
県

人
事

委
員

会
委

員
長

　
柴

　
田

　
一

　
宏

１
　

試
験

の
種

類
及

び
区

分
　

⑴
　

種
類

　
　

　
警

察
官

採
用

試
験

（
特

別
公

募
）

　
⑵

　
区

分
　

　
　

警
察

官
Ａ

２
　

試
験

の
程

度
及

び
採

用
予

定
人

員
　

⑴
　

試
験

の
程

度

　
　

　
大

学
卒

業
程

度
　

⑵
　

採
用

予
定

人
員

　
　

　
31人

３
　

職
務

内
容

及
び

給
与

　
⑴

　
職

務
内

容
　

　
　

個
人

の
生

命
、

身
体

及
び

財
産

の
保

護
、

犯
罪

の
予

防
、

鎮
圧

及
び

捜
査

、
被

疑
者

の
逮

捕
、

交
通

の
取

締
り

そ
の

他
公

共
の

安
全

及
び

秩
序

の
維

持
の

任
務

に
従

事
す

る
。

　
⑵

　
初

任
給

（
平

成
20年

４
月

１
日

現
在

の
秋

田
県

の
例

）

　
　

　
な

お
、

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

28年
秋

田
県

条
例

第
22号

）
等

に
よ

り
、

修
学

年
数

、
経

歴
そ

の
他

の
事

項
を

勘
案

の
上

決
定

さ
れ

る
。

た
だ

し
、

採
用

日
か

ら
平

成
22年

３
月

31日
ま

で
の

期
間

の
給

料
は

、
給

料
月

額
の

２
％

を
減

額
し

て
支

給
さ

れ
る

。
　

　
　

こ
の

ほ
か

扶
養

手
当

、
住

居
手

当
、

通
勤

手
当

、
期

末
手

当
、

勤
勉

手
当

、
寒

冷
地

手
当

等
の

諸
手

当
が

そ
れ

ぞ
れ

の
支

給
要

件
に

応
じ

て
支

給
さ

れ
る

。
４

　
受

験
資

格
　

　
昭

和
54年

４
月

２
日

か
ら

平
成

３
年

４
月

１
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
男

性
で

、
学

校
教

育
法

（
昭

和
22年

法
律

第
26号

)の
規

定
に

よ
る

大
学

（
短

期
大

学
を

除
く

。
）

を
卒

業
し

た
も

の
若

し
く

は
平

成
21年

３
月

31日
ま

で
に

卒
業

す
る

見
込

み
の

も
の

又
は

人
事

委
員

会
が

同
等

の
学

歴
を

有
す

る
と

認
め

る
も

の
が

受
験

で
き

る
。

た
だ

し
、

日
本

の
国

籍
を

有
し

な
い

者
及

び
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

25年
法

律
第

261号
）

第
16条

の
規

定
に

よ
り

地
方

公
務

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
な

い
者

は
、

受
験

で
き

な
い

。
５

　
試

験
の

実
施

日
、

場
所

、
方

法
等

　
⑴

　
第

１
次

試
験

　
　

ア
　

実
施

日
、

場
所

、
方

法

　
　

イ
　

合
格

者
の

発
表

　
　

　
　

平
成

20年
12月

下
旬

に
、

合
格

者
に

書
面

で
通

知
す

る
ほ

か
、

県
庁

正
面

公
告

板
に

受
験

番
号

を
掲

示
す

る
。

　
⑵

　
第

２
次

試
験

　
　

ア
　

実
施

日
（

予
定

）
　

　
　

　
平

成
21年

１
月

８
日

（
木

）
及

び
平

成
21年

１
月

中
旬

　
　

イ
　

場
所

　
秋

田
市

　
　

ウ
　

方
法

　
　

　
　

第
１

次
試

験
の

合
格

者
に

対
し

て
、

口
述

試
験

、
適

性
検

査
及

び
身

体
検

査
を

行
う

。
　

⑶
　

資
格

調
査

　
　

　
受

験
資

格
の

有
無

、
申

込
書

記
載

事
項

の
真

否
等

に
つ

い
て

行
う

。
　

⑷
　

最
終

合
格

者
の

発
表

　
　

　
平

成
21年

２
月

上
旬

に
、

合
格

者
に

書
面

で
通

知
す

る
ほ

か
、

県
庁

正
面

公
告

板
に

受
験

番
号

を
掲

示
す

る
。

６
　

採
用

の
方

法
及

び
予

定
時

期
　

⑴
　

方
法

　
　

　
最

終
合

格
者

は
、

秋
田

県
警

察
官

Ａ
採

用
候

補
者

名
簿

に
登

載
さ

れ
、

警
察

本
部

長
か

ら
の

請
求

に
応

じ
て

成
績

順
に

提
示

さ
れ

る
。

警
察

本
部

長
は

、
提

示
さ

れ
た

者
の

う
ち

か
ら

採
用

者
を

決
定

す
る

。
た

だ
し

、
平

成
21年

３
月

31日
ま

で
に

大
学

等
を

卒
業

で
き

な
か

っ
た

場
合

に
は

そ
の

者
は

採
用

候
補

者
名

簿
か

ら
削

除
さ

れ
る

｡
　

⑵
　

予
定

時
期

　
　

　
平

成
21年

４
月

１
日

７
　

受
験

手
続

　
⑴

　
受

験
申

込
書

の
交

付
　

　
　

秋
田

県
人

事
委

員
会

事
務

局
、

秋
田

県
警

察
本

部
警

務
課

、
県

内
の

各
警

察
署

、
県

庁
１

階
総

合
案

内
窓

口
、

秋
田

県
総

合
生

活
文

化
会

館
（

ア
ト

リ
オ

ン
）

、
各

地
域

振
興

局
総

務
企

画
部

、
東

京
事

務
所

、
北

海
道

事
務

所
、

大
阪

事
務

所
、

名
古

屋
事

務
所

及
び

福
岡

事
務

所
に

お
い

て
交

付
す

る
。

　
⑵

　
受

験
の

申
込

み
　

　
　

受
験

希
望

者
は

、
受

験
申

込
書

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

秋
田

県
警

察
本

部
警

務
課

又
は

県
内

の
各

警
察

署
に

持
参

す
る

こ
と

。
な

お
、

郵
送

若
し

く
は

電
子

申
請

・
届

出
サ

ー
ビ

ス
に

よ
り

提
出

す
る

場
合

は
、

警
察

本
部

警
務

課
に

提
出

す
る

こ
と

。
　

⑶
　

申
込

受
付

期
間

　
　

　
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

祝
日

を
除

き
、

平
成

20年
10月

28日
(火

)か

給
料

表
の

種
類

職
務

の
級

及
び

号
給

給
料

月
額

公
安

職
給

料
表

１
級

21号
給

197,200円

実
施

日
場

　
　

　
　

　
所

試
験

の
方

法

平
成

20年
12月

13日
（

土
）

秋
田

県
警

察
学

校
（

秋
田

市
新

屋
勝

平
台

９
－

２
）

体
力

検
査

平
成

20年

（
日

）

秋
田

県
庁

正
庁

（
秋

田
市

山
王

４
－

１
－

１
）

又
は

秋
田

県
庁

第
２

庁
舎

大
会

議
室

（
秋

田
市

山
王

３
－

１
－

１
）

大
学

卒
業

程
度

の
学

力
を

問
う

教
養

試
験

及
び

論
文

試
験

実
施

日
場

　
　

　
　

　
所

試
験

の
方

法

平
成

20年
12月

13日
（

土
）

秋
田

県
警

察
学

校
（

秋
田

市
新

屋
勝

平
台

９
－

２
）

体
力

検
査

平
成

20年
12月

14日
（

日
）

秋
田

県
庁

正
庁

又
は

秋
田

県
庁

第
２

庁
舎

大
会

議
室

（
秋

田
市

山
王

３
－

１
－

１
）

大
学

卒
業

程
度

教
養

試
験

及
び

論
文

試
験
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平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
付
け
秋
田
県
公
報
第
二
千
二
十
二
号
掲
載
の
秋

田
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号
（
地
方
卸
売
市
場
の
廃
止
の
許
可
）

　

（
原
稿
誤
り
）

五
ペ
ー
ジ
表
中
、
廃
止
許
可
年
月
日
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は

の
誤
り

ら
同

年
11月

21日
(金

)ま
で

の
午

前
８

時
30分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

受
け

付
け

る
。

た
だ

し
、

電
子

申
請

・
届

出
サ

ー
ビ

ス
に

よ
る

申
込

の
受

付
は

、
平

成
20年

10月
28日

(火
)の

午
前

８
時

30分
か

ら
同

年
11月

14
日

(金
)の

午
後

５
時

ま
で

に
限

り
受

け
付

け
る

。
　

　
　

な
お

、
郵

送
に

よ
る

申
込

み
は

、
平

成
20年

11月
21日

(金
)の

消
印

の
あ

る
も

の
ま

で
受

け
付

け
る

。
８

　
そ

の
他

　
⑴

　
受

験
手

続
そ

の
他

受
験

に
関

す
る

問
い

合
わ

せ
は

、
秋

田
県

人
事

委
員

会
事

務
局

(秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

２
号

　
電

話
018(860)3253）

、
秋

田
県

警
察

本
部

警
務

課
（

秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

５
号

　
電

話
018(863)1111　

内
線

2623、
2624)又

は
県

内
の

各
警

察
署

に
行

う
こ

と
。

　
⑵

　
試

験
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

別
に

受
験

案
内

が
作

成
さ

れ
て

い
る

の
で

参
照

す
る

こ
と

。

　
　
　
　
　
正　
　
　
　
　
　
誤

廃
止
許
可
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日

廃
止
許
可
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
九
日



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m
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印　

刷　
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秋
田
市
山
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七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


